
「ジョブ型／自律的キャリア」時代の
異動・配置をどう考えるか

実務解説

精神状態を悪化させかねない厳しい注意指導を従業員に行いつつ、その後精神状態の確認を放置したことは、職場環境調整義務に違反する
（イーオン事件　東京地裁　令5.3.22判決）
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●新卒入社する外国人留学生につき、在留資格の変更が間に合わなかった場合、どう対応すべきか
●リファラル採用に協力した社員に対し、採用ポジションに応じたインセンティブを支払うことは問題か
●自席のパソコンの起動完了後にタイムカードへの打刻を義務づけることは、労働時間管理の観点から問題か
●個人のSNSで競業他社の商品をおとしめる内容を投稿していた社員を懲戒処分できるか
●誤った解釈の制度運用を、正しい解釈に戻すことによって生じる不利益も不利益変更に当たるか
●数時間単位の勤務に従事するスポットワーカー雇用時の労務管理上の留意点
●同僚の離席が多過ぎると訴える社員に、離席理由を調査した上で伝えることはプライバシーの観点から問題か
●会社が把握困難な形で長時間労働に及んでいた管理職が自殺した場合でも、会社は責任を問われるか
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